
こども家庭科学研究とAMED研究について

分野 要素

ア イ ウ

各種政策立案、基準策定
等のための基礎資料や科学的
根拠を得るための調査研究

各種政策の推進、
評価に関する研究

各種政策に関係する
技術開発に関する研究

① 医療分野 AMED研究

② 医療以外の分野

こども家庭科学研究

研究者等

研究者等

こども家庭庁

こども家庭科学研究費 ＡＭＥＤ研究費

❶補助

❶補助

❷研究の実施

❷研究の実施

❸報告

❸報告

こども家庭庁

○ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）が
医療分野研究開発推進計画に基づき、大学等の研究機関の
能力を活かして行う医療分野の研究開発の助成等に要する費
用に係る補助金を交付する。

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

（ A M E D）

❶補助金・運営費交付金

他府省庁

研究者等

❸研究の実施

❹報告

❷委託契約

○ こども家庭科学研究の振興を促し、国民の保健、医療、療
育、福祉、教育分野等に関して、行政施策の科学的な推進を
確保し、技術水準の向上を図るための補助金を交付する。

▌スキーム

▌事業概要 ▌事業概要

▌スキーム
○ 科学技術部会において決定した研究課題について公募等を
行い、研究者等を決定。

○ 研究者等に対して、研究に必要な経費の補助を行う。

○ AMEDに補助金を交付。
○ AMEDが研究者等と委託契約を締結し、研究を実施。

第４回こども家庭審議会
科学技術部会
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